
   

日本原子力発電株式会社東海第二発電所 
発電用原子炉設置変更許可申請書に関する 

審査の結果の案のとりまとめ（案） 
―特定重大事故等対処施設、 

所内常設直流電源設備（３系統目）の設置並びに 
設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の変更― 

 
令和３年１２月１日 

原 子 力 規 制 委 員 会 

 

１．審査結果の取りまとめについて 

原子力規制委員会は、令和元年９月２４日に日本原子力発電株式会社から核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」とい

う。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき申請された特定重大事故等対処施設

及び所内常設直流電源設備（３系統目）の設置に係る東海第二発電所の発電用原

子炉設置変更許可申請書を受理した。また、令和２年１１月１６日、令和３年２

月１９日、令和３年１０月１５日及び令和３年１１月１９日に、同社から当委員

会に対し同申請の補正書の提出がなされた。なお、特定重大事故等対処施設の設

計方針変更に伴う令和２年１１月１６日の補正申請では、設計基準対象施設及び

重大事故等対処施設の変更が申請内容に追加されている。 

当委員会は、本件申請について審査会合等において審査を進めてきたところ、

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６

第１項各号のいずれにも適合しているものと認められることから、別紙１のとお

り審査の結果の案を取りまとめることとし、原子力委員会及び経済産業大臣の意

見を聴くこととする。 

 

２．審査結果等の審議について 

以下の（１）及び（２）に示す事項について審議し、また、原子炉等規制法に

基づく原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取並びに審査書案に対する科学

的・技術的意見の募集を行う可否について審議する。 

 

（１）特定重大事故等対処施設の設置に係る審査結果について 

平成２８年２月３日の原子力規制委員会の審議を踏まえ、特定重大事故

等対処施設の設置に係る審査書案については、令和３年１１月２４日の原

子力規制委員会臨時会において決定した。 

また、同臨時会においては、平成２８年８月２日の原子力規制委員会で

決定した「特定重大事故等対処施設に係る審査結果のとりまとめの公開に

対する考え方について」に従って、セキュリティの観点から非公開とすべ

き部分を不開示とした上で、添付１のとおり審査書案を公開した。 

本委員会においては、別紙１のうち原子炉等規制法第４３条の３の８第

２項において準用する同法第４３条の３の６第１項第１号、第２号（経理

的基礎に係るもの）及び第５号の各要件への適合性について審議する。 
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（２）所内常設直流電源設備（３系統目）の設置並びに設計基準対象施設及び重

大事故等対処施設の変更に係る審査結果について 

本件申請のうち所内常設直流電源設備（３系統目）の設置並びに設計基

準対象施設及び重大事故等対処施設の変更に対する原子炉等規制法第４３

条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第１項第２号

（技術的能力に係るもの）、第３号及び第４号の各要件への適合性について

は、添付２の審査書案として取りまとめた。 

本委員会においては、別紙１のうち原子炉等規制法第４３条の３の８第

２項において準用する同法第４３条の３の６第１項第１号から第５号の各

要件への適合性について審議する。 

 

３．原子力委員会への意見聴取 

原子炉等規制法第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の

６第３項の規定に基づき、別紙２のとおり同法第４３条の３の６第１項第１号に

規定する許可の基準の適用について原子力委員会の意見を聴くこととする。 

 

４．経済産業大臣への意見聴取等 

原子炉等規制法第７１条第１項の規定に基づき、別紙３のとおり経済産業大臣

の意見を聴くこととする。なお、東京電力ホールディングス株式会社による日本

原子力発電株式会社への資金支援に関しては、平成３０年７月３１日付け２０１

８０７０４資第２４号の回答をもって、電気事業及び原子力損害賠償・廃炉等支

援機構法を所管する経済産業大臣の見解が示されているが、本回答の内容に変更

がないか、意見の中で改めて見解を示すよう求めることとする。 

また、当該資金支援に関しては、福島第一原子力発電所の廃炉作業及び柏崎刈

羽原子力発電所の安全対策への影響の観点から、経済産業大臣が東京電力を監督・

指導する上で支障とならないかについて、平成３０年７月３１日付け２０１８０

７０４資第２４号の回答をもって経済産業大臣の見解が示されているが、本回答

の内容に変更がないか、本意見聴取と併せて、別紙４のとおり改めて経済産業大

臣の見解を求めることとする。 

 

５．科学的・技術的意見の募集 

（１）特定重大事故等対処施設の設置に係る審査結果について 

平成２８年１月２９日の原子力規制委員会の結果のとおり、添付１の審査 

書案については、科学的・技術的意見の募集は行わない。 

 

（２）所内常設直流電源設備（３系統目）の設置並びに設計基準対象施設及び重

大事故等対処施設の変更に係る審査結果について 

本発電所については、新規制基準適合性に係る発電用原子炉設置変更許可

の際、その審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行った（平成３０

年７月５日から３０日間）。今回の申請に係る審査書案の取りまとめにあたっ

ては、 

（案の１）：添付２の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行う。 

（案の２）：添付２の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集を行わない。 
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６．今後の予定 

原子力委員会及び経済産業大臣への意見聴取の結果（上記５.（２）の（案の１）

の場合には、添付２の審査書案に対する科学的・技術的意見の募集の結果を含む。）

を踏まえ、本件申請に対する原子炉等規制法第４３条の３の８第１項の規定に基

づく許可処分の可否について判断を行う。 

 

 

 

 

【附属資料一覧】 

 別紙１ 日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可

申請書（発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について

（案） 

 別紙２ 日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉の設置変更許

可（発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について（案） 

 別紙３ 日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉の設置変更許

可（発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について（案） 

 別紙４ 東京電力ホールディングス株式会社について（意見照会）（案） 

 

 参考資料１ 日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更

許可について（案）（平成３０年９月２６日原子力規制委員会 

資料２）のうち下記のもの 

[参考資料２] 原子力規制委員会「日本原子力発電株式会社東海第二発電

所の発電用原子炉の設置変更許可（発電用原子炉施設の変

更）に関する意見の聴取について」 

[別 紙 ５] 経済産業大臣「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の

発電用原子炉の設置変更許可（発電用原子炉施設の変更）

に関する意見の聴取について及び東京電力ホールディング

ス株式会社について（回答）」 

 参考資料２ 東京電力ホールディングス株式会社に係る経済産業大臣の回答に

ついて（平成３０年９月２６日原子力規制委員会 資料３）のう

ち下記のもの 

[添 付 １] 原子力規制委員会「東京電力ホールディングス株式会社に

ついて」 

[添 付 ２] 経済産業大臣「日本原子力発電株式会社東海第二発電所の

発電用原子炉の設置変更許可（発電用原子炉施設の変更）

に関する意見の聴取について及び東京電力ホールディング

ス株式会社について（回答）」 
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【別紙１】 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設

置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に規定する許可

の基準への適合について（案） 
 

番      号 

年   月   日 

原子力規制委員会 

 

令和元年９月２４日付け総室発第６９号（令和２年１１月１６日付け総室発第７８号、令

和３年２月１９日付け総室発第１０９号、令和３年１０月１５日付け総室発第６１号及び令

和３年１１月１９日付け総室発第６９号をもって一部補正）をもって、日本原子力発電株式

会社 取締役社長 村松 衛から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出

された東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更）に対

する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１項各号に規定する

許可の基準への適合については以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法

律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」という。）に基づく拠出金の

納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、法に基づく指定を受けた国内再処

理事業者において再処理を行うことを原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・

管理するという方針に変更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が原子力の平

和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業者において実施する、

海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に持ち帰る、また、再処理によって

得られるプルトニウムを海外に移転しようとするときは、政府の承認を受けるという

方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年３月３０日

付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認められる。 

 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備（３系統

目）設置並びに設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の変更工事に要する資金につい

ては、自己資金及び借入金により調達する計画としている。 
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申請者における総工事資金の調達実績、その調達に係る自己資金及び外部資金の状況、

調達計画等から、工事に要する資金の調達は可能と判断した。このことから、申請者には

本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するために必要な経理的基礎があると認めら

れる。 

なお、審査の過程において、当委員会は、本件申請に係る工事に要する資金のうち借入

金による調達について、平成３０年９月２６日付けで発電用原子炉の設置変更を許可した

際に確認を行った、東海第二発電所の受電電力会社である東北電力株式会社及び東京電力

ホールディングス株式会社が資金支援を行う意向の範囲に含まれるとの申請者の説明に対

し、その旨が確認できる客観的な根拠を示すよう求めた。これに対し、申請者は、東北電

力株式会社及び東京電力ホールディングス株式会社への確認結果を示す書面を提出した。

これにより、本件申請に係る工事に要する資金のうち、借入金による調達の見込みがある

ことを確認した。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付１及び添付２のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更

するために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付１及び添付２のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置

を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足り

る技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付１及び添付２のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が

核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止

上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであると認め

られる。 
 
６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３の５第２項第１１号の体制

が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであると認められる。 
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【参考】 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄） 
(昭和 32 年法律第 166 号) 
 
（設置の許可） 
第四十三条の三の五 発電用原子炉を設置しようとする者は、政令で定めると

ころにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。 
２ 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規

制委員会に提出しなければならない。 
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 
二 使用の目的 
三 発電用原子炉の型式、熱出力及び基数 
四 発電用原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地 
五 発電用原子炉及びその附属施設（以下「発電用原子炉施設」という。）の

位置、構造及び設備 
六 発電用原子炉施設の工事計画 
七 発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定

使用量 
八 使用済燃料の処分の方法 
九 発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項 
十 発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における

当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項 
十一 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の

整備に関する事項 
 
（許可の基準） 
第四十三条の三の六 原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた

場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めると

きでなければ、同項の許可をしてはならない。 
一 発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。 
二 その者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及び経理的基

礎があること。 
三 その者に重大事故（発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の原子力規

制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十三条の三の二十二第一項

及び第四十三条の三の二十九第二項第二号において同じ。）の発生及び拡大

の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原

子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。 
四 発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物
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質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がない

ものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。 
五 前条第二項第十一号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合

するものであること。 
３ 原子力規制委員会は、前条第一項の許可をする場合においては、あらかじ

め、第一項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴

かなければならない。 
 
（変更の許可及び届出等） 
第四十三条の三の八 第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者（以下「発

電用原子炉設置者」という。）は、同条第二項第二号から第五号まで又は第八

号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めると

ころにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項

第四号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとす

るとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員

会規則で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。 
２ 第四十三条の三の六の規定は、前項本文の許可に準用する。 
 
（許可等についての意見等） 
第七十一条 原子力規制委員会は、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、

第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二

項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項若しくは第四十

三条の三の二十五第一項の規定による許可をし、又は第三十一条第一項若し

くは第四十三条の三の十八第一項の規定による認可をする場合（以下この項

において「許可等をする場合」という。）においては、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、あらかじめ、当該各号に定める大臣の意見を聴かなければな

らない。 
一 発電用原子炉に係る許可等をする場合 経済産業大臣（試験研究の用に

供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び経済産業大臣） 
二 船舶に設置する原子炉に係る許可等をする場合 国土交通大臣（試験研

究の用に供する原子炉に係る場合にあつては文部科学大臣及び国土交通大

臣） 
三 試験研究の用に供する原子炉に係る許可等をする場合（前二号に該当す

るものを除く。） 文部科学大臣 
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【別紙２】 

（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 

 原子力委員会 宛て 

 

 

 

 

                原子力規制委員会        

                     （公印省略）            

 

 

 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉の設置変更

許可（発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、令和元年９月２４日付け総室発第６９号（令和２年１１

月１６日付け総室発第７８号、令和３年２月１９日付け総室発第１０９号、令

和３年１０月１５日付け総室発第６１号及び令和３年１１月１９日付け総室発

第６９号をもって一部補正）をもって、日本原子力発電株式会社 取締役社長 村

松 衛から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に基づき、別添のとおり申

請があり、審査の結果、同法第４３条の３の８第２項において準用する同法第

４３条の３の６第１項各号のいずれにも適合していると認められるので、同法

第４３条の３の８第２項において準用する同法第４３条の３の６第３項の規定

に基づき、別紙のとおり同条第１項第１号に規定する基準の適用について、貴

委員会の意見を求める。 
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（別紙） 

 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について 

 

令和元年９月２４日付け総室発第６９号（令和２年１１月１６日付け総室発

第７８号、令和３年２月１９日付け総室発第１０９号、令和３年１０月１５日

付け総室発第６１号及び令和３年１１月１９日付け総室発第６９号をもって一

部補正）をもって、日本原子力発電株式会社 取締役社長 村松 衛から、核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。

以下「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された東海第

二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更）に対

する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１項第

１号に規定する許可の基準への適合については以下のとおりである。 

 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に

関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」という。）

に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、法に

基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを原則と

し、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変更はない

こと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が原

子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理事業

者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国内に

持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転しよう

とするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年３

月３０日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はないこと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認めら

れる。 
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 【別紙３】 

（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 経済産業大臣 宛て 

 

 

 原子力規制委員会       

（公印省略）       

 

 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉の設置変更

許可（発電用原子炉施設の変更）に関する意見の聴取について 

 

 

上記の件について、令和元年９月２４日付け総室発第６９号（令和２年１１

月１６日付け総室発第７８号、令和３年２月１９日付け総室発第１０９号、令

和３年１０月１５日付け総室発第６１号及び令和３年１１月１９日付け総室発

第６９号をもって一部補正）をもって、日本原子力発電株式会社 取締役社長 村

松 衛から、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２

年法律第１６６号）第４３条の３の８第１項の規定に基づき、別添のとおり申

請があり、審査の結果、別紙１のとおり同法第４３条の３の８第２項において

準用する同法第４３条の３の６第１項各号のいずれにも適合していると認めら

れるので、同法第７１条第１項の規定に基づき、貴職の意見を求める。 

なお、審査の過程において、当委員会は、本件申請に係る工事に要する資金の

うち借入金による調達について、平成３０年９月２６日付けで発電用原子炉の

設置変更を許可した際に確認を行った、東海第二発電所の受電電力会社である

東北電力株式会社及び東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」と

いう。）が資金支援を行う意向の範囲に含まれるとの申請者の説明に対し、その

旨が確認できる客観的な根拠を示すよう求めた。これに対し、申請者は、東京電

力への確認結果を示すものとして、別紙２の書面を当委員会に提出した。 

東京電力が申請者に対し資金支援を行うことについては、電気事業を所管し、

及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法（平成２３年法律第９４号）を所管する

貴職としての見解を、平成３０年７月３１日付け２０１８０７０４資第２４号

をもって回答されているが、本回答の内容に変更がないか意見の中で改めて見

解を示されたい。  
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（別紙１） 

 

日本原子力発電株式会社東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（発電用原子炉施設の変更）の核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律に規定する許可の基準への適合について 

 

令和元年９月２４日付け総室発第６９号（令和２年１１月１６日付け総室発

第７８号、令和３年２月１９日付け総室発第１０９号、令和３年１０月１５日

付け総室発第６１号及び令和３年１１月１９日付け総室発第６９号をもって一

部補正）をもって、日本原子力発電株式会社 取締役社長 村松 衛から、核原料

物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。

以下「法」という。）第４３条の３の８第１項の規定に基づき提出された東海第

二発電所の発電用原子炉設置変更許可申請書（３号発電用原子炉施設の変更）

に対する法第４３条の３の８第２項において準用する法第４３条の３の６第１

項各号に規定する許可の基準への適合については以下のとおりである。 

 

１．法第４３条の３の６第１項第１号 

本件申請については、 

・発電用原子炉の使用の目的（商業発電用）を変更するものではないこと 

・使用済燃料については、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施

に関する法律（平成１７年法律第４８号。以下「再処理等拠出金法」とい

う。）に基づく拠出金の納付先である使用済燃料再処理機構から受託した、

法に基づく指定を受けた国内再処理事業者において再処理を行うことを

原則とし、再処理されるまでの間、適切に貯蔵・管理するという方針に変

更はないこと 

・海外において再処理が行われる場合は、再処理等拠出金法の下で我が国が

原子力の平和利用に関する協力のための協定を締結している国の再処理

事業者において実施する、海外再処理によって得られるプルトニウムは国

内に持ち帰る、また、再処理によって得られるプルトニウムを海外に移転

しようとするときは、政府の承認を受けるという方針に変更はないこと 

・上記以外の取扱いを必要とする使用済燃料が生じた場合には、平成１２年

３月３０日付けで許可を受けた記載を適用するという方針に変更はない

こと 

から、発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないものと認め

られる。 

 

２．法第４３条の３の６第１項第２号（経理的基礎に係る部分に限る。） 

申請者は、本件申請に係る特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源

設備（３系統目）設置並びに設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の変更

工事に要する資金については、自己資金、及び借入金により調達する計画とし
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ている。 

申請者における総工事資金の調達実績、その調達に係る自己資金及び外部

資金の状況、調達計画等から、工事に要する資金の調達は可能と判断した。こ

のことから、申請者には本件申請に係る発電用原子炉施設を設置変更するた

めに必要な経理的基礎があると認められる。 
なお、審査の過程において、当委員会は、本件申請に係る工事に要する資金

のうち借入金による調達について、平成３０年９月２６日付けで発電用原子

炉の設置変更を許可した際に確認を行った、東海第二発電所の受電電力会社

である東北電力株式会社及び東京電力ホールディングス株式会社が資金支援

を行う意向の範囲に含まれるとの申請者の説明に対し、その旨が確認できる

客観的な根拠を示すよう求めた。これに対し、申請者は、東北電力株式会社及

び東京電力ホールディングス株式会社への確認結果を示す書面を提出した。

これにより、本件申請に係る工事に要する資金のうち、借入金による調達の見

込みがあることを確認した。 

 

３．法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。） 

添付１及び添付２のとおり、申請者には、本件申請に係る発電用原子炉施設

を設置変更するために必要な技術的能力があると認められる。 

 

４．法第４３条の３の６第１項第３号 

添付１及び添付２のとおり、申請者には、重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転

を適確に遂行するに足りる技術的能力があると認められる。 

 

５．法第４３条の３の６第１項第４号 

添付１及び添付２のとおり、本件申請に係る発電用原子炉施設の位置、構造

及び設備が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用

原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定

める基準に適合するものであると認められる。 

 

６．法第４３条の３の６第１項第５号 

本件申請については、発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の整備に関する事項に変更がないことから、法第４３条の３

の５第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合する

ものであると認められる。 
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admin
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【別紙４】 

（案） 
 

 番   号 

 年 月 日 

 

 経済産業大臣 宛て 

 

 

 

                     原子力規制委員会 

                       （公印省略） 

 

 

 

東京電力ホールディングス株式会社について（意見照会） 

 

 

東京電力ホールディングス株式会社（以下「東京電力」という。）の柏崎刈羽

原子力発電所の発電用原子炉の設置変更許可（６号及び７号原子炉施設の変更）

に際し、当委員会から意見を求めたところ貴職から、平成２９年１０月２４日

付け２０１７１００４資第３号をもって、「電気事業を所管し、及び原子力損害

賠償・廃炉等支援機構法を所管する立場として、東京電力ホールディングス株

式会社が貴委員会に提出した書面及び表明した取組方針に関する見解の内容に

ついて異論はなく、同社がこれらをしっかりと遵守していくよう、適切に監督・

指導していく所存である。」との回答があった。 

一方、東京電力は、日本原子力発電株式会社（以下「日本原電」という。）の

東海第二発電所の新規制基準対応工事に要する資金について、資金支援を行う

意向があることを日本原電に対して書面（別紙１）で表明しており、日本原電は

審査会合においてその書面を当委員会に提出した。また、東京電力は、平成３０

年５月３０日の当委員会の臨時会議において、かかる資金支援を行うことが同

社の福島第一原子力発電所の廃炉作業及び柏崎刈羽原子力発電所の安全対策に 

齟齬
そ ご

を来すことはないと説明した。さらに、東京電力は、上記の資金支援を行う 

意向の対象に特定重大事故等対処施設及び所内常設直流電源設備（３系統目）

に係る工事が含まれることを日本原電に対して書面（別紙２）で確認しており、

日本原電は、審査会合においてその書面を当委員会に提出したところである。 

東京電力が日本原電に資金支援を行うことに関しては、経済産業大臣が東京

電力を監督・指導する上で支障とならないかについて、平成３０年７月３１日

付け２０１８０７０４資第２４号をもって貴職の見解を回答されているが、本

回答の内容に変更がないか改めて見解を示されたい。 
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Ⅰ はじめに 
１．本審査書の位置付け 

本審査書は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和

32 年法律第 166 号。以下「原子炉等規制法」という。）第４３条の３の８第１項

に基づいて、日本原子力発電株式会社（以下「申請者」という。）が原子力規制委

員会（以下「規制委員会」という。）に提出した「東海第二発電所の発電用原子炉

設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更）」（令和元年 9 月 24 日申請、令

和 2 年 11 月 16 日、令和 3年 2月 19 日、令和 3年 10 月 15 日及び令和 3年 11 月

19 日一部補正）（以下「本申請」という。）のうち、所内常設直流電源設備（３系

統目）の設置並びに設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の変更に係る事項

（以下「本申請事項」という。）の内容が、同条第２項の規定により準用する以下

の規定に適合しているかどうかを審査した結果を取りまとめたものである。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定（発電用原子炉を設

置するために必要な技術的能力及び経理的基礎があること。）のうち、技術

的能力に係るもの 
（２）同項第３号の規定（重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確に遂行する

に足りる技術的能力があること。） 
（３）同項第４号の規定（発電用原子炉施設の位置、構造及び設備が核燃料物質

若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の

防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合す

るものであること。）に適合しているかどうかを審査した結果を取りまとめ

たものである。 
 
なお、本申請のうち、特定重大事故等対処施設の設置に係る事項に関する審査

結果（原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち技術的能力に

係るもの、同項第３号の規定及び同項第４号の規定に関するもの）は、別途取り

まとめる。 
さらに、本申請の内容が、原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第１号の規

定（発電用原子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。）、同項第２

号の規定のうち経理的基礎に係るもの及び同項第５号の規定（同法第４３条の３

の５第２項第１１号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するも

のであること。）に適合しているかどうかについての審査結果も、別途取りまと

める。 
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２．判断基準及び審査方針 

本審査では、以下の基準等に適合しているかどうかを確認した。 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号の規定のうち、技術的能力

に係るものに関する審査においては、原子力事業者の技術的能力に関する審

査指針（平成 16 年 5 月 27 日原子力安全委員会決定。以下「技術的能力指針」

という。） 

（２）同条同項第３号の規定に関する審査においては、技術的能力指針及び実用

発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準（原規技発

第 1306197 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「重大事

故等防止技術的能力基準」という。） 

（３）同条同項第４号の規定に関する審査においては、実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成 25 年 6 月 28 

日原子力規制委員会規則第 5 号。以下「設置許可基準規則」という。）及び

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規

則の解釈（原規技発第 1306193 号（平成 25年 6月 19 日原子力規制委員会決

定）。以下「設置許可基準規則解釈」という。） 

同項第４号の規定に関する審査においては、設置許可基準規則解釈におい

て規定される、実用発電用原子炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基

準（原規技発第 1306195 号（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。

以下「火災防護基準」という。）に適合しているかどうかについても確認した。 

 

また、本審査においては、規制委員会が定めた以下のガイド等を参照するとと

もに、その他法令で定める基準、学協会規格等も参照した。 

（１）原子力発電所の内部火災影響評価ガイド（原規技発第 13061914 号（平成

25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「内部火災ガイド」という。） 

（２）実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061915 号（平成 25 年 6 月 19

日原子力規制委員会決定）。以下「有効性評価ガイド」という。） 

（３）実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の有

効性評価に関する審査ガイド（原規技発第 13061916 号（平成 25 年 6 月 19

日原子力規制委員会決定）。以下「SFP 評価ガイド」という。） 

（４）基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（原管地発第 1306193 号

（平成 25 年 6 月 19 日原子力規制委員会決定）。以下「津波ガイド」とい

う。） 
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３．本審査書の構成 

「Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力」には、本申請に係る

技術的能力指針への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅳ 設計基準対象施設」には、設置許可基準規則のうち、設計基準対象施設

に適用される規定への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅴ 重大事故等対処施設及び重大事故等対処に係る技術的能力」には、設置

許可基準規則のうち重大事故等対処施設に適用される規定及び重大事故等防止

技術的能力基準への適合性に関する審査内容を示した。 

「Ⅵ 審査結果」には、本申請に対する規制委員会としての結論を示した。 

本審査書においては、法令の規定等や申請書の内容について、必要に応じ、文

章の要約や言い換え等を行っている。 

本審査書で用いる条番号は、断りのない限り設置許可基準規則のものである。 

 

 

Ⅱ 変更の内容 
申請者は、以下のとおり変更するとしている。 

イ、格納容器圧力逃がし装置を重大事故等対処施設と特定重大事故等対処施設で

兼用することに伴う格納容器圧力逃がし装置の系統及び配置を変更する。 

ロ、設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の一部について配置を変更する。 

ハ、耐圧強化ベントを特定重大事故等対処施設の設置をもって廃止する。 

ニ、所内常設直流電源設備（３系統目）を設置する。 

ホ、その他特定重大事故等対処施設の設置に伴い設備の一部の配置を変更する。 

 

 

Ⅲ 発電用原子炉の設置及び運転のための技術的能力 
原子炉等規制法第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）

は、発電用原子炉設置者に発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力がある

ことを、同項第３号は、発電用原子炉設置者に重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の発電用原子炉の運転を適確

に遂行するに足りる技術的能力があることを要求している。 

このうち、本章においては、発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及

び発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力についての審査結果

を記載する。重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な

技術的能力についての審査結果は、Ⅴで記載する。 
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申請者は、本申請事項に係る発電用原子炉を設置するために必要な技術的能力及

び発電用原子炉の運転を適確に遂行するに足りる技術的能力に関して、発電用原子

炉施設の設計及び工事並びに運転及び保守のための組織、技術者の確保、経験、品

質保証活動、技術者に対する教育・訓練及び有資格者等の選任・配置に係る方針を

示している。 

規制委員会は、本申請事項の内容を確認した結果、変更内容が令和元年 7 月 24

日付け原規規発第 1907243 号をもって許可した東海第二発電所発電用原子炉設置

変更許可申請書（平成 31 年 1 月 18 日申請、平成 31 年 4月 19 日及び令和元年 6月

30 日一部補正）（以下「既許可申請」という。）から、設計及び工事の業務の実施者、

技術者数等を本申請時点とするものであり、既許可申請の審査において確認した方

針から変更がないものであることから技術的能力指針に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅳ 設計基準対象施設 

本章においては、変更申請がなされた内容について、設計基準対象施設に関して

審査した結果を示した。 

申請者は、格納容器圧力逃がし装置を重大事故等対処施設と特定重大事故等対処

施設で兼用することに伴い、津波防護対象設備を内包する建屋及び区画の一部につ

いて配置を変更するとしている。 

このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

・津波による損傷の防止（第５条関係） 

なお、規制委員会は、関連する以下の項目については、既許可申請の内容から変

更がないことを確認した。 

・発電用原子炉施設への人の不法な侵入等の防止（第７条関係） 

・誤操作の防止（第１０条関係） 

・安全避難通路等（第１１条関係） 

・安全施設（第１２条関係） 

 

規制委員会は、本申請事項の内容を確認した結果、設置許可基準規則に適合する

ものと判断した。 

津波による損傷の防止（第５条関係）についての基準適合性の判断は以下のとお

り。 

 

 

Ⅳ－１ 津波による損傷の防止（第５条関係） 

第５条は、設計基準対象施設について、基準津波に対して安全機能が損なわれる
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おそれがない設計とすることを要求している。 

申請者は、本申請において、既許可申請における設計基準対象施設の津波による

損傷の防止に係る設計方針の一部を、特定重大事故等対処施設の設置に伴う敷地内

の施設の配置等の変更を踏まえて変更している。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅳ－１．１ 耐津波設計方針 

１．基本事項 

２．津波防護の方針 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

Ⅳ－１．１ 耐津波設計方針 

１．基本事項  

（１）敷地及び敷地周辺における地形と施設の配置 

津波ガイドは、耐津波設計の前提条件に関する基本事項として、敷地及び敷

地周辺における地形、施設の配置等について、以下の事項についてそれぞれを

網羅的に示すこととしている。これらの事項は、遡上域及び浸水域の評価並び

に漂流物の評価において必要な情報である。 

① 敷地及び敷地周辺における地形、標高及び河川の存在 

② 敷地における施設の位置、形状等 

③ 敷地周辺における人工構造物等の位置、形状等 

 

申請者は、施設の配置等について、既許可申請で示した内容から、以下のと

おり変更するとしている。 

 

① 既許可申請で示した防護対象とする施設を内包する建屋及び区画

のうち常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部、立坑部、カ

ルバート部）の設置を取りやめ、新たに、設計基準対象施設を設置す

る建屋及び区画のうち、特定重大事故等対処施設を設置する建屋（以

下「特重建屋」という。）を T.P.+8m から T.P.+11m の敷地に、また常

設代替高圧電源装置用カルバート（カルバート部）を T.P.+11m の敷地

に設置する。 
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規制委員会は、申請者が、耐津波設計の前提条件として必要な事項である施

設の配置等について、図面等を用いて網羅的に示しており、これらの事項が津

波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

２．津波防護の方針 

（１）重要な安全機能を有する施設の隔離（内郭防護） 

解釈別記３は、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画につい

て、浸水防護重点化範囲として明確化することを要求している。また、津波の

流入による浸水範囲及び浸水量(※1)を保守的に想定した上で、耐震性の低い配

管等の破断箇所から浸水防護重点化範囲への流入経路を特定し、それらに対し

て流入防止の対策を施すことにより、重要な安全機能を有する施設が津波によ

る影響を受けない設計とすることを要求している。 

申請者は、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び区画への津波の

流入防止対策を、既許可申請で示した方針から、以下のとおり変更するとして

いる。 

 

① 浸水防護重点化範囲の設定 

a. 既許可申請において津波に対する浸水防護重点化範囲として設定

していた常設代替高圧電源装置用カルバート（トンネル部、立坑部、

カルバート部）について、設置を取りやめることから、浸水防護重点

化範囲の設定から外し、新たに、特重建屋及び常設代替高圧電源装置

用カルバート（カルバート部）を浸水防護重点化範囲として設定する。 

 

規制委員会は、申請者が、重要な安全機能を有する施設を内包する建屋及び

区画を浸水防護重点化範囲としていることから、解釈別記３の規定に適合して

いること及び津波ガイドを踏まえていることを確認した。 

 

 

Ⅴ 特定重大事故等対処施設及び特定重大事故等対処に係る技術的能力 

本章においては、変更申請がなされた内容について、重大事故等対処施設（特定

重大事故等対処施設を除く。以下この章において同じ。）及び重大事故等対処に係

る技術的能力に関して審査した結果を示した。 

申請者は、格納容器圧力逃がし装置を重大事故等対処施設と特定重大事故等対処

施設で兼用する、重大事故等対処施設の一部について配置等を変更する、重大事故

                             
(※1) 屋内の海水を内包する耐震性の低い配管等が地震により破断することによって、当該箇所から内部保有

水及び津波による海水等が溢水し、重要な安全機能を有する設備を内包する建屋及び区画に流入することを考

慮した浸水範囲及び浸水量 
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等対処施設に位置付けていた耐圧強化ベントを廃止する及び重大事故等対処施設

として所内常設直流電源設備（３系統目）を設置するとしている。 

このため、規制委員会は、関連する以下の項目について審査を行った。 

Ⅴ－１ 重大事故等の拡大の防止等（第３７条関係） 

Ⅴ－２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重大事故

等防止技術的能力基準１．０関係） 

Ⅴ－３ 重大事故等対処施設に対する共通の要求事項（第３８条～第４１条及び

第４３条関係） 

Ⅴ－４ 重大事故等対処設備及び手順等（第４４条～第６２条及び重大事故等防

止技術的能力基準１．１項～１．１９項関係）  

 

規制委員会は、本申請事項の内容を確認した結果、設置許可基準規則及び重大事

故等防止技術的能力基準に適合するものと判断した。 

 

上記についての基準適合性の判断は以下のとおり。 

 
 
Ⅴ－１ 重大事故等の拡大の防止等（第３７条関係） 

第３７条は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した

場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じること、重大

事故が発生した場合においては、原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物

質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じることを要求している。 

また、使用済燃料貯蔵槽内の燃料体又は使用済燃料（以下「貯蔵槽内燃料体等」

という。）の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じること、運転停止中に

おける発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中原子炉内燃料体」という。）の著

しい損傷を防止するために必要な措置を講じることを要求している。 

 

申請者は、本申請において、格納容器圧力逃がし装置を重大事故等対処施設と特

定重大事故等対処施設で兼用することから、格納容器圧力逃がし装置の系統構成等

を既許可申請の内容から変更するとしている。また、耐圧強化ベントを特定重大事

故等対処施設の設置をもって廃止するとしている。 

このため、規制委員会は、以下の項目について審査を行った。 

Ⅴ－１．１ 有効性評価の結果 

Ⅴ－１．１．１ 炉心損傷防止対策 

Ⅴ－１．２．２ 格納容器破損防止対策 
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なお、使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策及び 運転停止中の原子炉の

燃料損傷防止対策については、既許可申請の内容から変更はないことを確認した。 

 

規制委員会は、これらの項目について、以下のとおり本申請の内容を確認した結

果、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

なお、以下において位置付けた重大事故等対処設備及びその手順等の整備の方針

は、Ⅴ－２及びⅤ－３に示している。 

 

 

Ⅴ－１．１ 有効性評価の結果 
第３７条は、想定する事故シーケンスグループ等ごとに、その対策に有効性があ

ることを確認することを要求している。 

申請変更内容及び審査結果は以下のとおりである。 

 

 

Ⅴ－１．１．１ 炉心損傷防止対策 

第３７条第１項は、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発

生した場合において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じたもの

でなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈において、「炉心の著しい損傷を防止するため

に必要な措置を講じたもの」とは、炉心の著しい損傷を防止する対策に有効性があ

ることを確認するという要件を満たすものとしている。「有効性があることを確認

する」とは、以下の（a）から（d）の項目を概ね満足することを確認するとしてい

る。 

（a）炉心の著しい損傷が発生するおそれがないものであり、かつ、炉心を十分に

冷却できるものであること。 

（b）原子炉冷却材圧力バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力の 1.2 倍又は限

界圧力を下回ること。 

（c）原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下

回ること。 

（d）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下

回ること。 

また、有効性評価ガイドでは、格納容器圧力逃がし装置による排気（以下「格納

容器ベント」という。）を実施する場合には、「敷地境界での実効線量を評価し、周

辺の公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないこと（発生事故当たり概

-157--157--157-
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ね 5mSv 以下）を確認する」としている。 

炉心損傷防止対策に有効性があることについては、既許可申請の審査において、

事故シーケンスグループごとに確認しているが、変更後の対策によっても、当該炉

心損傷防止対策の有効性があることに変更がないかを確認した。 

 

１．申請変更内容 

（１）事故シーケンスグループへの対策 

申請者は、事故シーケンスグループ「LOCA 時注水機能喪失」（以下本節にお

いて「本事故シーケンスグループ」という。）の対策のうち、安定状態に向けた

対策について、以下の変更を行うとしている。 

・格納容器圧力逃がし装置を重大事故等対処施設と特定重大事故等対処施設で

兼用 

・耐圧強化ベントを特定重大事故等対処施設の設置をもって廃止   

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

申請者は、既許可申請の内容から変更はないとしている。 

なお、格納容器圧力逃がし装置を使用した場合の敷地境界並びに非居住区域

境界での実効線量について、格納容器圧力逃がし装置の放出口位置が変更され、

実効線量の評価条件（放出口から敷地境界並びに非居住区域境界までの距離）

が変わるものの、変更前後の差異が小さいため実効線量の値は既許可申請から

変更がなく 5mSv を下回るとしている。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、既許可申請の内容から変更はないとしている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、本事故シーケンスグループの変更後の対策においても、申請者

の解析結果に変更がなく、解析結果が炉心損傷防止対策の評価項目を満足してい

ることに変わりがないことを確認した。 

また、申請者の変更後の計画において、運転員等の操作時間が変更となる手順

について、表Ⅴ－４－２に示すとおり、変更前後の操作時間の差異がその操作時

間に比較して小さいこと、変更となる操作時間が有効性評価では期待していない

操作についてのものであることを確認した。 

変更後の対策においても、既許可申請の審査で確認した本事故シーケンスグル

ープにおける有効性があることに変更がないことを確認したことにより、変更後

の対策が各事故シーケンスグループに対して有効であると判断できる。 
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以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、本事故シーケンス

グループに対して申請者が計画している変更後の炉心損傷防止対策は、有効なも

のであると判断した。 

 

 

Ⅴ－１．１．２ 格納容器破損防止対策 

第３７条第２項は、発電用原子炉施設は、重大事故が発生した場合において、原

子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な水準の放出を防止する

ために必要な措置を講じたものでなければならないと要求している。 

同条同項の設置許可基準規則解釈は、想定する格納容器破損モードに対して、原

子炉格納容器の破損を防止し、かつ、放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出され

ることを防止する対策に有効性があることを確認するとしている。「有効性がある

ことを確認する」とは、以下の（a）から（i）の項目を概ね満足することを確認す

るとしている。 

（a）原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下

回ること。 

（b）原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下

回ること。 

（c）放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環

境への影響をできるだけ小さくとどめるものであること。 

（d）原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は 2.0MPa 以下に低減され

ていること。 

（e）急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的

荷重によって原子炉格納容器バウンダリの機能が喪失しないこと。 

（f）原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。（水素

濃度がドライ条件に換算して 13vol%以下又は酸素濃度が 5vol%以下である

こと） 

（g）可燃性ガスの蓄積、燃焼が生じた場合においても、（a）の要件を満足するこ

と。 

（h）原子炉格納容器の床上に落下した溶融炉心が床面を拡がり原子炉格納容器

バウンダリと直接接触しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

（i）溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪

失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却されること。 

上記の評価項目（a）及び（b）において、限界圧力又は限界温度を評価項目とし

て用いる場合には、その根拠と妥当性を示すこととしている。 

-159--159--159-



 

 

 

 

11 

原子炉格納容器破損の防止及び放射性物質が異常な水準で敷地外へ放出される

ことを防止する対策に有効性があることについては、既許可申請の審査において格

納容器破損モードごとに確認しているが、変更後の対策によっても、当該格納容器

破損防止対策の有効性があることに変更がないかを確認した。 

 

１．申請変更内容 

（１）格納容器破損モードの対策 

申請者は、格納容器破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容

器過圧・過温破損）」（以下本節において「本格納容器破損モード」という。）の

対策のうち、格納容器圧力逃がし装置を使用する場合の安定状態に向けた対策

について、以下の変更を行うとしている。 

・格納容器圧力逃がし装置を重大事故等対処施設と特定重大事故等対処施設で

兼用 

 

（２）解析手法及び結果、不確かさの影響評価 

申請者は、解析手法及び不確かさの影響評価については、既許可申請の内容

から変更はないとしている。 

申請者は、解析結果について、格納容器圧力逃がし装置を重大事故等対処施

設と特定重大事故等対処施設で兼用することに伴い、ドライウェル側のベント

ラインの配管口径が変更となり排気流量が減少することから、ドライウェル側

からベントした場合の Cs-137 の環境への放出量を 7 日間で約 3.7TBq から約

0.73TBq に変更するとしている。原子炉格納容器から原子炉建屋へ漏えいし環

境に放出される Cs-137 の放出量は、7 日間で約 14.3TBq であることから、原

子炉格納容器から環境に放出される Cs-137 の放出量は、7日間で最大約 16TBq

であり、100TBq を下回るとしている。また、その他の解析結果は、既許可申請

の内容から変更がないとしている。 

 

（３）必要な要員及び燃料等 

申請者は、既許可申請の内容から変更はないとしている。 

 

２．審査結果 

規制委員会は、本格納容器破損モードの変更後の対策においても、申請者の解

析結果が格納容器破損防止対策の評価項目を満足していることを確認した。 

また、申請者の変更後の計画において、運転員等の操作時間が変更となる手順

について、表Ⅴ－４－２に示すとおり、変更前後の操作時間の差異がその操作時

間に比較して小さいこと、変更となる操作時間が有効性評価での操作要求時間に

-160--160--160-



 

 

 

 

12 

比較して十分な余裕がある又は有効性評価では期待していない操作についての

ものであることを確認した。 

変更後の対策においても、既許可申請の審査で確認した本格納容器破損モード

における有効性があることに変更がないことを確認したことにより、変更後の対

策が本格納容器破損モードに対して有効であると判断できる。 

 

以上のとおり、規制委員会は、上記の確認及び判断により、本格納容器破損モ

ードに対して申請者が計画している変更後の格納容器破損防止対策は、有効なも

のであると判断した。 

 

 

Ⅴ－２ 重大事故等に対処するための手順等に対する共通の要求事項（重

大事故等防止技術的能力基準１．０関係） 

重大事故等防止技術的能力基準１．０項「共通事項」は、重大事故等に対処する

ために必要な手順等に関し共通の要求事項、全社的な体制の整備など重大事故等に

対処するための基盤的な要求事項を満たす手順等を、保安規定等において規定する

方針であることを要求している。 

規制委員会は、申請者の変更後の計画が重大事故等防止技術的能力基準１．０項

及び同項の解釈を踏まえ必要な検討を加えた上で策定されており、重大事故等に対

処するために必要な手順等に関し、設置許可基準規則に基づいて整備される設備の

運用手順等も含め、共通の要求事項を満たす手順等を保安規定等で規定する方針で

あることを確認したことから、重大事故等防止技術的能力基準１．０項の要求事項

に適合するものと判断した。 

具体的な審査内容は以下のとおり。 

 

１．重大事故等対処設備に関する手順等に係る共通の要求事項 

申請者は、アクセスルートの確保について、以下の変更を行うとしている。 

設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の一部について配置を変更するこ

とに伴い、アクセスルート及びアクセス方法を一部変更する。 

 

規制委員会は、申請者の変更後の計画が、重大事故等防止技術的能力基準１．

０項（１）②にのっとって、重大事故等が発生した場合において、発電所内の道

路及び通路が確保できるよう、実効性のある運用管理を行う方針であることを確

認した。 

 

２．復旧作業に係る要求事項 
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規制委員会は、申請者の変更後の計画が、既許可申請の内容から変更がないこ

とを確認した。 

 

３．支援に係る要求事項 

規制委員会は、申請者の変更後の計画が、既許可申請の内容から変更がないこ

とを確認した。 

 

４．手順書の整備、訓練の実施及び体制の整備 

規制委員会は、申請者の変更後の計画が、既許可申請の内容から変更がないこ

とを確認した。 

 

 

Ⅴ－３ 重大事故等対処施設に対する共通の要求事項（第３８条～第４１

条及び第４３条関係） 

第３８条から第４１条は、重大事故等対処施設に対して、必要な機能が地盤の変

位等、地震、津波及び火災によって損なわれるおそれがないことを要求している。 

また、第４３条においては、重大事故等に対処するため、重大事故等対処設備に

ついて、必要な容量の確保や悪影響の防止等の適切な措置等を講じることを要求し

ている。 

申請者は、本申請において、既許可における格納容器圧力逃がし装置を重大事故

等対処施設と特定重大事故等対処施設で兼用することに伴い、格納容器圧力逃がし

装置の系統構成等を変更するとしている。また、特定重大事故等対処施設の設置に

伴い重大事故等対処施設の一部について配置を変更することから、既許可における

重大事故等対処施設の津波防護対象設備を内包する建屋及び区画並びに浸水防止

設備を変更するとしている。 

また、申請者は、特に高い信頼性を有する３系統目の所内常設直流電源設備とし

て、蓄電池（３系統目）を特重建屋に新たに設置するとしている。 

このため、規制委員会は、今回の変更に係る以下の項目について審査を行った。 

Ⅴ－３．１ 津波による損傷の防止（第４０条関係） 

Ⅴ－３．２ 火災による損傷の防止（第４１条関係） 

Ⅴ－３．３ 重大事故等対処設備（第４３条関係） 

なお、規制委員会は、蓄電池（３系統目）が、本申請のうち特定重大事故等対処

施設の設置に係る事項の審査結果を取りまとめた、「日本原子力発電株式会社東海

第二発電所に関する発電用原子炉設置変更許可申請書（発電用原子炉施設の変更の

うち、特定重大事故等対処施設の設置）に関する審査書（核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律第４３条の３の６第１項第２号（技術的能力に係る
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もの）、第３号及び第４号関連）」において基準適合性を判断した特重建屋に設置さ

れることを確認した。また、以下の項目に関する設計方針については、既許可申請

の内容から変更がないことを確認した。 

・重大事故等対処施設の地盤（第３８条関係） 

・地震による損傷の防止（第３９条関係） 

 

各項目についての審査内容は以下のとおり。 

 

 

Ⅴ－３．１ 津波による損傷の防止（第４０条関係） 

第４０条は、重大事故等対処施設が基準津波に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない設計とすることを要求している。 

申請者は、重大事故等対処施設について、基準津波に対して、既許可申請で示し

た内容から、以下とおり変更するとしている。 

 

１．重大事故等対処施設を設置する建屋及び区画のうち特定重大事故等対処施設を

設置する建屋は、浸水防止対策の実施など、「Ⅳ－１．１ 耐津波設計方針」で示

した方針に準じた設計とする。 

 

規制委員会は、申請者が、重大事故等対処施設について、「Ⅳ－１．１ 耐津波設

計方針」で示した方針に準じた耐津波設計により、重大事故等に対処するために必

要な機能が損なわれない設計としていることから、設置許可基準規則に適合するも

のと判断した。 

 

 

Ⅴ－３．２ 火災による損傷の防止（第４１条関係） 

第４１条は、重大事故等対処施設が、火災によって必要な機能を損なうおそれが

ないよう、火災の発生を防止すること、かつ、火災を感知及び消火することを要求

している。 

申請者は、蓄電池（３系統目）について、火災により必要な機能を損なうおそれ

がないよう、火災防護基準に基づく設計基準対象施設の火災防護対策に準じて、当

該設備設置に伴う建屋への影響を踏まえた上で、火災の発生防止、火災の感知及び

消火のそれぞれを考慮した火災防護対策を講じた設計とするとしている。火災の感

知及び消火については、中央制御室又は緊急時制御室で火災感知設備の常時監視及

び消火設備の故障警報確認ができる設計とするとしている。 
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規制委員会は、所内常設直流電源設備（３系統目）について、当該設備設置に伴

う建屋への影響も考慮して、火災防護基準に基づく火災防護設計が行われる方針と

していることから、設置許可基準規則に適合するものと判断した。 

 

 

Ⅴ－３．３ 重大事故等対処設備（第４３条関係） 

第４３条は、重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を要

求している。 

① 環境条件及び荷重条件（43-1-1） 

② 操作性（43-1-2） 

③ 試験及び検査（43-1-3） 

④ 切替えの容易性（43-1-4） 

⑤ 悪影響防止（43-1-5） 

⑥ 現場の作業環境（43-1-6） 

また、常設重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を要求

している。 

① 容量（43-2-1） 

② 共用の禁止（43-2-2） 

③ 共通要因による機能喪失の防止（43-2-3） 

さらに、可搬型重大事故等対処設備全般に対して、共通事項として以下の項目を

要求している。 

① 容量（43-3-1） 

② 確実な接続（43-3-2） 

③ 複数の接続口（43-3-3） 

④ 現場の作業環境（43-3-4） 

⑤ 保管場所（43-3-5） 

⑥ アクセスルートの確保（43-3-6） 

⑦ 設計基準事故対処設備及び常設重大事故防止設備との多様性（43-3-7） 

 

申請者は、本申請において既許可申請から以下の項目を変更するとしているが、

変更となる設備についても、第４３条で要求されている上記項目に対する設計方針

に変更はないとしている。 

・格納容器圧力逃がし装置を重大事故等対処施設と特定重大事故等対処施設で兼

用することに伴う格納容器圧力逃がし装置の系統変更及び配置変更 

・重大事故等対処施設の一部配置変更に伴う浸水防止設備の変更 

・耐圧強化ベントを特定重大事故等対処施設の設置をもって廃止 
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・原子炉建屋西側接続口のアクセス方法及び接続口設置場所変更 

また、申請者は、本申請において、所内常設直流電源設備（３系統目）を新たに

重大事故等対処設備として整備するとしているが、所内常設直流電源設備（３系統

目）についても、第４３条で要求されている上記項目のうち、重大事故等対処設備

全般に対する共通事項の②から⑥及び常設重大事故等対処設備全般に対する共通

事項の①から③については、既許可申請の内容から変更がないことを確認した。 

第４３条で要求されている項目のうち、①環境条件及び荷重条件についての審査

内容は以下のとおり。 

 

（１）重大事故等対処設備（第４３条第１項関係） 

申請者は、所内常設直流電源設備（３系統目）について、以下のとおり設計

する方針としている。 

 

① 環境条件及び荷重条件 

所内常設直流電源設備（３系統目）は、想定される重大事故等が発生し

た場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、その機能

が有効に発揮できるよう、重大事故等時における特重建屋内の環境条件を

考慮した設計とするとともに、中央制御室での直流電圧確認及び設置場所

での操作が可能な設計とする。 

 

規制委員会は、所内常設直流電源設備（３系統目）について、設置する建屋

内の環境条件を考慮した設計方針とするなど、第４３条第１項及び同項の設置

許可基準規則解釈を踏まえた設計方針としていることを確認した。 

 

以上のとおり、規制委員会は、本申請が、変更後の設備においても重大事故等対

処設備の共通の設計方針等として、第４３条及び同条の設置許可基準規則解釈を踏

まえた設計方針としていることから、適切なものであると判断した。 

 

 

Ⅴ－４ 重大事故等対処設備及び手順等 

第４４条から第６２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１項から１．１９

項は、原子炉設置者に対し、重大事故等に対処するために必要な設備及び手順等を

整備することを要求している。このうち、手順等については、保安規定等において

規定する方針であることを要求している。 
 

申請者は、本申請において、格納容器圧力逃がし装置を重大事故等対処施設と特
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定重大事故等対処施設で兼用することに伴い、格納容器圧力逃がし装置の系統変更

及び配置変更、原子炉建屋西側接続口のアクセス方法の変更及び接続口設置場所の

変更を行うとしている。また、特定重大事故等対処施設設置後の耐圧強化ベントの

廃止、フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）の台数の変更並びにフィルタ装

置出口放射線モニタ（高レンジ）の代替監視パラメータの変更を行うとともに、既

許可申請で示した設備及び手順において、上記変更に係る操作の所要時間を変更す

るとしている。 
また、申請者は、本申請において、所内常設直流電源設備（３系統目）を新たに

設置するとともに、第５７条第２項及び重大事故等防止技術的能力基準１．１４項

の要求事項に対応するため、所内常設直流電源設備（３系統目）により給電を実施

するための設備及び手順等を整備する方針としている。 
 

このため、規制委員会は、申請者の計画のうち、今回の変更に係る以下の設備及

び手順等について、上記の要求事項に対応し、適切に整備する方針であるか、有効

性評価（第３７条）において位置付けた重大事故等対処設備及び手順等を含み、適

切に整備する方針であるかを審査した。さらに、申請者が、自主的な対応を含め重

大事故等への対処を確実に実施する方針であるかを審査した。 
・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備及び

手順等（第４５条及び重大事故等防止技術的能力基準１．２関係（以下「第４

５条等」という。）） 
・原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備及び手順等 （第４６条及

び重大事故等防止技術的能力基準１．３関係（以下「第４６条等」という。）） 
・最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備及び手順等（第４８条及び重大事

故等防止技術的能力基準１．５関係（以下「第４８条等」という。）） 
・原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備及び手順等（第５０条及び重

大事故等防止技術的能力基準１．７関係（以下「第５０条等」という。）） 
・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備及び手順等（第５

２条及び重大事故等防止技術的能力基準１．９関係（以下「第５２条等」とい

う。）） 
・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備及び手順等（第５３

条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１０関係（以下「第５３条等」とい

う。）） 
・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備及び手順等（第５４条及び重大事故等

防止技術的能力基準１．１１関係（以下「第５４条等」という。）） 
・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備及び手順等（第５６条及び重大事

故等防止技術的能力基準１．１３関係（以下「第５６条等」という。）） 
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・電源設備及び電源の確保に関する手順等（第５７条及び重大事故等防止技術的

能力基準１．１４関係（以下「第５７条等」という。）） 
・計装設備及びその手順等（第５８条及び重大事故等防止技術的能力基準１．１

５関係（以下「第５８条等」という。））。 
 

１．規制要求に対する設備及び手順等 

（１）第４５条等、第４６条等、第４８条等、第５０条等、第５２条等、第

５３条等、第５４条等、第５６条等、第５７条等及び第５８条等の規

制要求に対する設備及び手順等 

① 対策と設備 

申請者は、第４５条等、第４６条等、第４８条等、第５０条等、第５２

条等、第５３条等、第５４条等、第５６条等、第５７条等及び第５８条等

に基づく要求事項に対応するために、既許可申請において整備するとした

対策とそのための重大事故等対処設備を以下のとおり変更するとしてい

る。 
a) 格納容器圧力逃がし装置の系統及び配置を変更する。 
b) 耐圧強化ベントは特定重大事故等対処施設の設置をもって廃止する。 
c) フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）及びフィルタ装置出口放

射線モニタ（低レンジ）の設置場所を変更する、フィルタ装置出口放

射線モニタ（高レンジ）の設置台数を 2 台から 1 台に変更する及びフ

ィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）の代替監視パラメータを同

モニタ他チャンネルからフィルタ装置圧力に変更する。 
d) 所内常設直流電源設備（３系統目）を新たに重大事故等対処設備とし

て整備する。 
 

規制委員会は、表Ⅴ－４－１に示すとおり、変更後の対策のうち、a)が
第４８条等及び第５０条等の要求事項に、b)が第４８条等の要求事項に、

c)が第５８条等の要求事項に、d)が第５７条等の要求事項にそれぞれ関連

するものであることを確認した。 
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表Ⅴ－４－１ 対策と設備の変更内容と対応する設置許可基準規則条文

等の要求事項 
条文等 要求事項 変更内容(*) 

a) b) c) d) 

第４８条等 残留熱除去系（RHR）の使用が不可能な場合について考慮

し、炉心の著しい損傷等を防止するための設備及び手順

等 

○ ○   

第５０条等 格納容器圧力逃がし装置及びその設備により原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な手順等 

○    

第５７条等 更に信頼性を向上するため、負荷切り離し（原子炉制御

室又は隣接する電気室等において簡易な操作で負荷の切

り離しを行う場合を含まない。）を行わずに 8時間、その

後、必要な負荷以外を切り離して残り 16 時間の合計 24

時間にわたり、重大事故等の対応に必要な設備に電気の

供給を行うことが可能であるもう 1 系統の特に高い信頼

性を有する所内常設直流電源設備（３系統目） 

   ○ 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大

事故等が発生した場合において、必要な電力を確保する

ために必要な手順等 

   ○ 

第５８条等 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射

線量率など想定される重大事故等の対応に必要となるパ

ラメータを計測、監視又は記録する設備及び手順等 

  ○  

(*)変更内容 

a) 格納容器圧力逃がし装置の系統及び配置の変更 

b) 耐圧強化ベントは特定重大事故等対処施設の設置をもって廃止 

c) フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）及びフィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ）の設置場所の変

更、フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）の設置台数を 2台から 1台に変更及びフィルタ装置出口放射線モ

ニタ（高レンジ）の代替監視パラメータを同モニタ他チャンネルからフィルタ装置圧力に変更 
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② 重大事故等対処設備の設計方針 

申請者は、①に掲げる設備のうち、耐圧強化ベントは、炉心が損傷して

いない場合の最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備であり、格納容

器圧力逃がし装置が機能を喪失した場合の後段の手段と位置付けている。

また、設置許可基準規則第４８条の要求事項は、格納容器圧力逃がし装置

により満足されており、耐圧強化ベントと同様の機能を有する特定重大事

故等対処施設を設置した後に耐圧強化ベントを廃止しても、第４８条の適

合性には影響しないとしている。 
申請者は、①に掲げる設備のうち、格納容器圧力逃がし装置は、系統及

び配置を変更するが、設計方針については既許可申請の内容から変更はな

く、設置許可基準規則第４８条及び第５０条の適合性には影響しないとし

ている。 
申請者は、①に掲げる設備のうち、所内常設直流電源設備（３系統目）

について、主な設計方針を以下のとおりとしている。 
a. 所内常設直流電源設備（３系統目）は、基準地震動による地震力に

対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれ

がないことに加え、弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力の

いずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとどまる範

囲で耐えられる設計とする 
b. 所内常設直流電源設備（３系統目）の 125V 系蓄電池（３系統目）

は、２Ｃ・２Ｄ非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機、所内常設直流電源設備の 125V 系蓄電池Ａ系・Ｂ系及

びＨＰＣＳ系、可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器を用いた可搬

型代替直流電源設備に対して位置的分散を図り、これらの設備を用い

た電源系統に対して独立性を有した設計とする。 
c. 所内常設直流電源設備（３系統目）は、必要な期間にわたり電力の

供給が可能な設計とする 
申請者は、①に掲げる設備のうち、フィルタ装置出口放射線モニタ（高

レンジ）及びフィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ）を自然現象（竜

巻）の影響を受けない建屋内に設置するとしている。また、フィルタ装置

出口放射線モニタ（高レンジ）の代替監視パラメータをフィルタ装置圧力

に変更しても、フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）の計測目的で

ある、格納容器ベントガスが放出されたことを推定できるとしている。な

お、フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ）は、設置許可基準規則第

５２条解釈の「放射性物質濃度測定」の要求を満たすための設備であるが、

1 台設置にて要求を満足できることから、台数変更の影響はないとしてい
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る。 
 

規制委員会は、特定重大事故等対処施設を設置した後に耐圧強化ベント

を廃止しても、第４８条の適合性には影響しないこと、また格納容器圧力

逃がし装置の系統及び配置を変更しても第４８条及び第５０条の適合性

には影響しないことを確認した。 
また、規制委員会は、申請者の計画において、a)所内常設直流電源設備

（３系統目）は、耐震重要度分類によるＳクラスの耐震性を有した設計と

すること、b)所内常設直流電源設備（３系統目）は、設計基準事故対処設

備である所内常設直流電流設備に対して独立した電路で接続し独立性を

有していること、並びに所内常設直流電流設備とは異なる建屋において整

備し位置的分散を図ること、c) 所内常設直流電源設備（３系統目）は、負

荷の切離しを行わずに 8 時間、必要な負荷以外を切離して計 24 時間の電

力の供給が可能な設計とすることを確認した。 
さらに、規制委員会は、申請者の変更後の設備において、フィルタ装置

出口放射線モニタ（高レンジ）について、格納容器ベントガスが放出され

たことを確認することができること、フィルタ装置出口放射線モニタ（高

レンジ）の代替監視パラメータが適切に設定されることを確認した。 
 

以上の確認などから、規制委員会は、①に掲げる設備のうち、耐圧強化

ベントの設計方針について、第４８条等に適合するものであること、格納

容器圧力逃がし装置の設計方針について、第４８条及び第５０条に適合す

るものであること、所内常設直流電源設備（３系統目）の設計方針につい

て、第５７条等に適合するものであること、またフィルタ装置出口放射線

モニタ（高レンジ）及びフィルタ装置出口放射線モニタ（低レンジ）の設

計方針について、第５８条等に適合するものであることを確認した。 
 

また、規制委員会は、これらの重大事故等対処設備について、第４３条

に従って適切に整備される方針であることを確認した。 
 
③ 手順等の方針 

申請者は、①に掲げる設備（所内常設直流電源設備（３系統目）を除く）

を用いた主な手順等の変更点は、以下のとおりとしている。 
ｱ) 格納容器圧力逃がし装置の系統及び配置の変更に伴うアクセスルー

トの変更 
ｲ) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の
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準備作業に着手する判断基準であるサプレッション・プール水位指示

値を通常水位＋5.0m に変更する。 
ｳ) 格納容器圧力逃がし装置のスクラビング水を移送する要員として重

大事故等対応要員を 2 名追加する。 
ｴ) 可搬型設備を用いた水源からの送水、不活性ガス置換、電源の供給作

業等の対応手順において、原子炉建屋西側接続場所の変更及び接続場

所へのアクセス方法を変更する。 
申請者は、上記変更により操作に要する時間を表Ⅴ－４－２のとおり変

更するとしている。 
 

規制委員会は、①に掲げる設備（所内常設直流電源設備（３系統目）を

除く）を用いた手順等が第４５条等、第４６条等、第４８条等、第５０条

等、第５２条等、第５３条等、第５４条等、第５６条等、第５７条等及び

第５８条等に適合するものであることを確認した。 
また、規制委員会は、申請者の変更後の計画において、作業に着手する

判断基準、操作を行う要員数、想定する操作時間の一部に変更はあるもの

の、申請者が①に掲げる設備（所内常設直流電源設備（３系統目）を除く）

を用いた手順等について、重大事故等防止技術的能力基準１．０項（重大

事故等対処設備及び手順等に関する共通的な要求事項）等に適合する手順

等を整備する方針に変わりがないことを確認した。 
 
申請者は、①に掲げる設備のうち、所内常設直流電源設備（３系統目）

を用いた主な手順等は、以下のとおりとしている。 
a. 全交流動力電源が喪失した場合に、所内常設直流電源設備による給

電時において、許容最低電圧を維持できない場合は、所内常設直流電

源設備（３系統目）からの給電の手順に着手する。この手順では不要

な負荷の切り離し、電源からの給電操作、受電の確認等を運転員等 1
名により約 25 分で実施する。 

 
規制委員会は、申請者の計画において、a)交流電源喪失時の対応手順及

びその優先順位を明確化していること、b)必要な人員を確保するとともに

必要な訓練を行うとしていること、c)作業環境（作業空間、温度等）に支

障がないことなどを確認した。 
以上の確認などから、規制委員会は、上記 a.の手順等が第５７条等に適

合するものであることを確認した。 
また、規制委員会は、これらの手順等について、重大事故等防止技術的
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能力基準１．０項等に適合する手順等を整備する方針であることを確認し

た。 
 
以上のとおり、規制委員会は、①の対策に係る重大事故等対処設備及び

その手順等が第４５条等、第４６条等、第４８条等、第５０条等、第５２

条等、第５３条等、第５４条等、第５６条等、第５７条等及び第５８条等

に従って適切に整備される方針であることから、申請者が計画する設備及

び手順等が、変更後においても、これらの要求に適合するものと判断した。

また、これらの重大事故等対処設備及びその手順等が第４３条及び重大事

故等防止技術的能力基準１．０項（以下「第４３条等」という。）に従って

適切に整備される方針であることから、第４３条等に適合するものと判断

した。  
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表Ⅴ－４－２ 重大事故等対策において想定する操作時間 
条文等 対応手段 変更点

(*1) 

想定する操作時間(*2) 有効性評価で

の要求時間

(*3) 

変更前 変更後 

４５条

等 

代替交流電源設備による原子炉隔離時冷却

系への給電 

５７条等「可搬型代替交流電源設備による非常用所内電

気設備への給電」と同様 

代替直流電源設備による原子炉隔離時冷却

系への給電 

５７条等「可搬型代替直流電源設備による非常用所内電

気設備への給電」と同様 

４６条

等 

可搬型代替直流電源設備による逃がし安全

弁（自動減圧機能）開放 

５７条等「可搬型代替直流電源設備による代替所内電気

設備への給電」と同様 

代替直流電源設備による復旧 ５７条等「可搬型代替直流電源設備による非常用所内電

気設備への給電」と同様 

４８条

等 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱（現場操作）（格納容

器ベント準備：Ｓ／Ｃ側ベントの場合） 

５０条等と同様 

フィルタ装置スクラビング水補給（代替淡

水貯槽からフィルタ装置スクラビング水補

給ライン接続口を使用したフィルタ装置ス

クラビング水の補給の場合） 

同上 

原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置

換（格納容器窒素供給ライン西側接続口／ 

東側接続口を使用した原子炉格納容器内の

不活性ガス（窒素）置換の場合） 

同上 

フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換 同上 

フィルタ装置スクラビング水移送 同上 

フィルタ装置スクラビング水移送（代替淡

水貯槽からのフィルタ装置スクラビング水

補給ライン接続口を使用したフィルタ装置

水張りの場合） 

同上 

５０条

等 

格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納

容器内の減圧及び除熱（現場操作）（格納容

器ベント準備：Ｓ／Ｃ側ベントの場合） 

ｱ),ｲ) 125 分以内 130 分以内 4 時間 30 分 

フィルタ装置スクラビング水補給（代替淡

水貯槽からフィルタ装置スクラビング水補

給ライン接続口を使用したフィルタ装置ス

クラビング水の補給の場合） 

ｱ),ｴ) 180 分以内 145 分以内 （7日後以降の

対応） 

原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置

換（格納容器窒素供給ライン西側接続口／

東側接続口を使用した原子炉格納容器内の

不活性ガス（窒素）置換の場合） 

ｱ),ｴ) 135 分以内 115 分以内 （7日後以降の

対応） 

フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換 ｱ),ｴ) 135 分以内 115 分以内 （7日後以降の

対応） 

フィルタ装置スクラビング水移送  ｱ),ｳ),ｴ) 54 分以内 42 分以内 （7日後以降の

対応） 

フィルタ装置スクラビング水移送（代替淡

水貯槽からのフィルタ装置スクラビング水

補給ライン接続口を使用したフィルタ装置

水張りの場合） 

ｱ),ｴ) 180 分以内 145 分以内 （7日後以降の

対応） 
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５２条

等 

可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器

内への窒素供給（格納容器窒素供給ライン

西側接続口／東側接続口を使用した原子炉

格納容器（Ｓ／Ｃ側）内へ窒素供給の場合） 

ｱ),ｴ) 135 分以内 115 分以内 22 時間 

代替電源設備により水素爆発による原子炉

格納容器の破損を防止するための設備への

給電 

５７条等「可搬型代替交流電源設備による代替所内電気

設備への給電」及び「可搬型代替直流電源設備による代

替所内電気設備への給電」と同様。 

代替電源による必要な設備への給電 同上 

５３条

等 

代替電源による必要な設備への給電 同上 

５４条

等 

代替電源による必要な設備への給電 同上 

５６条

等 

海を水源とした可搬型代替注水大型ポンプ

による送水（可搬型代替注水大型ポンプに

よる海水取水箇所（ＳＡ用海水ピット）か

ら原子炉建屋西側接続口への送水） 

ｱ),ｴ) 310 分以内 290 分以内 なし 

代替淡水貯槽を水源とした可搬型代替注水

大型ポンプによる送水（可搬型代替注水大

型ポンプによる代替淡水貯槽からフィルタ

装置スクラビング水補給ライン接続口への

送水） 

ｱ),ｴ) 180 分以内 145 分以内 （7日後以降の

対応） 

西側淡水貯水設備を水源とした可搬型代替

注水中型ポンプによる送水（可搬型代替注

水中型ポンプによる西側淡水貯水設備から

フィルタ装置スクラビング水補給ライン接

続口への送水） 

ｱ),ｴ) 175 分以内 130 分以内 （7日後以降の

対応） 

５７条

等 

 

可搬型代替直流電源設備による非常用所内

電気設備への給電 

ｴ) 250 分以内 230 分以内 なし 

可搬型代替交流電源設備による代替所内電

気設備への給電 

ｴ) 180 分以内 160 分以内 なし 

可搬型代替直流電源設備による代替所内電

気設備への給電 

ｴ) 250 分以内 230 分以内 なし 

(*1) 変更点 

ｱ) 格納容器圧力逃がし装置の系統及び配置の変更及びそれに伴うアクセスルートの変更 

ｲ) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の準備作業に着手する判断基準であるサ

プレッション・プール水位指示値を通常水位＋5.0m に変更 

ｳ) 格納容器圧力逃がし装置のスクラビング水を移送する要員として重大事故等対応要員を 2名追加 

ｴ) 原子炉建屋西側接続口のアクセス方法及び接続口設置場所の変更 

(*2) 想定する操作時間に変更がない手順については記載していない 

(*3) 有効性評価で期待していない手順については「なし」と記載 
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（２）第３７条等の規制要求に対する設備及び手順等 

申請者は、有効性評価（第３７条）において必要としている対策は既許可申

請の内容から変更はないとしている。また、これらに関する重大事故等対処設

備の設計方針及び手順等の方針も同じであるとしている。 
 
規制委員会は、申請者が有効性評価（第３７条）において原子炉格納容器の

過圧破損を防止するため重大事故等対処設備及び手順等として位置付けた設

備及び手順等を、第４５条等、第４６条等、第４８条等、第５０条等、第５２

条等、第５３条等、第５４条等、第５６条等、第５７条等、第５８条等及び第

４３条等に従って適切に整備する方針に変更はないことを確認した。 
 

２．自主的対策における設備及び手順等 

申請者は、自主対策設備及び手順等の整備について、既許可申請の内容から変

更はないとしている。 
 

規制委員会は、申請者の計画が、重大事故等への対処がより確実に実施される

方針であることに変更はないことを確認した。 
 

 

Ⅵ 審査結果 

日本原子力発電株式会社が提出した「東海第二発電所の発電用原子炉設置変更許

可申請書（発電用原子炉施設の変更）」（令和元年 9月 24 日申請、令和 2 年 11 月

16 日、令和 3年 2月 19 日及び令和 3年 11 月 19 日一部補正）のうち、所内常設直

流電源設備（３系統目）の設置並びに設計基準対象施設及び重大事故等対処施設の

変更に係る事項を審査した結果、当該申請は、原子炉等規制法第４３条の３の６第

１項第２号（技術的能力に係る部分に限る。）、第３号及び第４号に適合している

ものと認められる。 
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使用できる設計 p. 9
１－６． 審査結果：格納容器破損防止対策の有効性の確認 p.10
１－７． 審査結果：その他考慮する主な事項 p.11
２－１． DB及びSAの変更と第３電源の設置に係る審査の経緯 p.12
２－２． 審査結果：第３電源の設置 p.１3 ～ 14
２－３． 審査結果：DB及びSAの変更 p.15 ～ 16
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＜新規制基準施行（H25.7.8)＞
新規制基準において、信頼性向上のためのバックアップ対策として、
特定重大事故等対処施設（以下「特重施設」という）等を設けることを要求
特重施設等については新規制基準の施行日から５年間の経過措置を規定

＜設置許可基準規則※１の一部改正(H31.1.12)＞
経過措置規定の起算点を、新規制基準の施行日から、新規制基準に適合するための

本体施設等※２に係る工事計画認可の日（東海第二発電所：H30.１０.１８）に変更

＜設置変更許可申請書の受理(R１.９.２４）＞
日本原子力発電から、東二特重施設に関する設置変更補正を受理
（R２.１１.１６ 補正、 R３.２.１９ 再補正、R3.１０.１５再々補正、R３.１１.１９最終補正）

＜審査会合等の実施＞
R1.１０.２９から審査会合を計3３回開催(書面審査２回を含む)

原子力規制委員会 臨時会議を７回実施

※１ 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則
※２ 特重施設等以外の施設及び設備

１－１．特重施設の設置に係る審査の経緯
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3

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムにより炉心の著しい損傷が発生するおそれがある場
合又は炉心の著しい損傷が発生した場合において、原子炉格納容器の破損による工場等外への放射性
物質の異常な水準の放出を抑制するためのものをいう。

第2条※１：特定重大事故等対処施設の定義

工場等には、次に掲げるところにより、特重施設を設けなければならない。
原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処す
るために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。
原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するものであること。
原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生後、発電用原子炉施設の外
からの支援が受けられるまでの間、使用できるものであること。

第42条：特定重大事故等対処施設

※１：本頁以後、条番号については、断りのない限り設置許可基準規則のものとする。
※２：実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力に係る審査基準 2.2

発電用原子炉設置者において、特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制が適切に整備さ
れているか、又は整備される方針が適切に示されていること。

技術的能力2.2 ※２ ：特定重大事故等対処施設の機能を維持するための体制の整備

１－２．特重施設の概要：法令上の要求事項
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原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するものであるとともに、特重施設の機能を維持
するための体制が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていることを要求。
（第４２条第２号関係、技術的能力２．２ ）

要求事項

確認結果

１－３．審査結果：特重施設を構成する設備の設計及び体制（１／３）

（注）東海第二では、フィルタ装置を重大事故等対処施設と特定重大事故等対処施設の兼用設備とする。

原子炉格納容器の破損を防止するために必要な機能を有する設備に係る設計方針について、以下の①から
⑧の機能を有する設備及び緊急時制御室を設置するなどとしていることから第４２条第２号に適合するも
のと判断した。

当該機能を維持するための必要な操作に係る体制、手順等を整備する方針が技術的能力基準２．２に適合
するものと判断した。

①原子炉冷却材圧力バウンダリの減圧操作機能（原子炉減圧操作設備）
②原子炉内の溶融炉心の冷却機能（低圧注水設備）
③原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能（原子炉格納容器下部への注水設備）
④原子炉格納容器内の冷却・減圧・放射性物質低減機能（格納容器スプレイへの注水設備）
⑤原子炉格納容器の過圧破損防止機能（フィルタ装置（注）及び循環冷却設備）
⑥水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能（フィルタ装置（注） 及び新設ベント（フィルタなし）
⑦サポート機能（電源設備、計装設備、通信連絡設備）
⑧上記設備の関連機能（減圧弁、配管等）
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※系統構成はイメージ

原子炉圧力
容器

原子炉格納容器

水源

フィルタ装置

原子炉減圧操作設備

Ⓐ原子炉冷却材圧力バウンダリの
減圧操作機能

Ⓑ炉内の溶融炉心の冷却機能
Ⓒ原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心の冷却機能
Ⓓ原子炉格納容器内の冷却・減圧・放

射性物質低減機能

Ⓖサポート機能
・電源設備
・計装設備
・通信連絡設備

Ⓗ特定重大事故等対処施設を構成する
設備であるⒶ ～ Ⓖを制御する機能

・緊急時制御室

注水設備

Ⓔ原子炉格納容器の過
圧破損防止機能（注1）

Ⓕ水素爆発による原子
炉格納容器の破損防
止機能（注２）

１－３．審査結果：特重施設を構成する設備の設計及び体制（２／３）

（注１）Ⓔ原子炉格納容器の過圧破損防止機能については、フィルタ装置に加えて、特重施設専用として、新たに「循環冷
却設備（空気冷却）」を設置するとしている。 ※次頁参照

（注２）Ⓕ水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能ついては、フィルタ装置に加えて、特重施設専用として、新たに
「新設ベント（フィルタなし）設備」を設置するとしている。

第789回審査会合資料を一部編集-182--182-
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大気
（最終ヒートシンク）

循環冷却設備
（空気冷却）（注1）

原子炉圧力
容器

原子炉格納容器

フィルタ装置（注2）

１－３．審査結果：特重施設を構成する設備の設計及び体制（３／３）

大気
（最終ヒートシンク）

東海第二の原子炉格納容器の過圧破損防止機能

※系統構成はイメージ

第789回審査会合資料を一部編集

（注１）原子炉格納容器の過圧破損防止機能については、フィルタ装置に加えて、特重施設専用として、新たに「循環冷却
設備（空気冷却）」を設置するとしている。

（注２）水素爆発による原子炉格納容器の破損防止機能ついては、フィルタ装置に加えて、特重施設専用として、新たに
「新設ベント（フィルタなし）設備」を設置するとしている。
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※２ 実用発電用原子炉に係る特定重大事故等対処施設に関する審査ガイド

※４ 航空機衝突影響評価ガイドにおける、大型航空機衝突時の構造評価及び機能評価を示す。

※３ 実用発電用原子炉に係る航空機衝突影響評価に関する審査ガイド

要求事項

確認結果

※１ 原子炉建屋原子炉棟及び原子炉建屋付属棟。設置許可基準規則第４２条の「原子炉建屋」に相当。

１－４．審査結果：大型航空機の衝突による影響評価（1／２）

原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するため
に必要な機能が損なわれるおそれがないものであることを要求。（第４２条第１号関係）

原子炉建屋※１及び特重施設が同時に破損することを防ぐために必要な離隔距離（例えば100m以上）を
確保していることを確認した。
故意による大型航空機の衝突に対して頑健な建屋に収納されていることを確認した。
設計に必要となる想定する重大事故等については、様々な想定事象を含む厳しい事象である大型航空機の
衝突で代表するものとし、特重施設審査ガイド※２及び航空機衝突影響評価ガイド※３を参照し、以下の項
目が適切になされていることを確認した。

1. 大型航空機の特性の設定
2. 衝突箇所及び大型航空機衝突影響評価※４の対象範囲の設定
3. 特重施設の大型航空機衝突影響評価を踏まえた設計方針
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特重施設審査ガイドを参照し、衝突を想定する航空機の機種、進入経路、進入速度、航空機の燃料積載量を
確認した。

原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突に対して特重施設が同時又は連続的に破損することを防ぐため
に有効な手段として考えられる、地下埋設、分散配置の考え方等を利用していることを確認した。

１．大型航空機の特性の設定

２．衝突箇所及び大型航空機衝突影響評価の対象範囲の設定

大型航空機衝突により、評価対象となる範囲（建屋、設備等）の機能が喪失しないよう設計することを確認
した。

３．特重施設の大型航空機衝突影響評価を踏まえた設計方針

１－４．審査結果：大型航空機の衝突による影響評価（２／２）

-185--185-
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要求事項

確認結果

１－５．審査結果：外部支援が受けられるまでの間、使用できる設計

原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生後、発電用原子炉施設の外からの
支援が受けられるまでの間、使用できるものであることを要求。具体的に、少なくとも7日間、必要な設
備が機能するに十分な量の容量を有するよう設計を行うことを要求。（第４２条第３号関係）

特重施設審査ガイドを参照し、特重施設内に貯蔵する燃料等は、特重施設の機能を維持するために必要な量
（少なくとも7日間分）を確保する設計することを確認した。

-186--186-



10

評価項目

要求事項

確認結果

１－６．審査結果：格納容器破損防止対策の有効性の確認

原子炉建屋への大型航空機の衝突等により想定される重大事故等に対処するために必要な機能及び特
重施設の機能を維持するために必要な体制により、原子炉格納容器の破損を防止する対策に有効性が
あることを確認すること。

原子炉建屋への大型航空機の衝突等によるプラント状態を想定した上で、原子炉格納容器の破損を防
止する観点から厳しいシーケンスを選定し、これに対して原子炉格納容器の破損及び放射性物質が異
常な水準で敷地外へ放出されることを防止する対策に有効性があることを確認した。
対策の有効性を確認するにあたっては、以下の評価項目を概ね満足することを確認した。
原子炉格納容器過圧破損防止設備等により、原子炉格納容器から環境に放出されるCs-137放出量は
7日間で約2.4×10－２TBｑであり、100TBｑを下回ることを確認した。

原子炉格納容器バウンダリにかかる圧力が最高使用圧力又は限界圧力を下回ること（可燃性ガスの蓄積、燃焼が生
じた場合も含む）。
原子炉格納容器バウンダリにかかる温度が最高使用温度又は限界温度を下回ること。
放射性物質の総放出量は、放射性物質による環境への汚染の視点も含め、環境への影響をできるだけ小さくとどめ
るものであること（Cs-137の放出量が100 TBqを下回っていること）。
原子炉圧力容器の破損までに原子炉冷却材圧力は2.0 MPa以下に低減されていること。
急速な原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用による熱的・機械的荷重によって原子炉格納容器バウンダリ
の機能が喪失しないこと。
原子炉格納容器が破損する可能性のある水素の爆轟を防止すること。
溶融炉心による侵食によって、原子炉格納容器の構造部材の支持機能が喪失しないこと及び溶融炉心が適切に冷却
されること。 -187--187-
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１－７．審査結果：その他考慮する主な事項

以上、事業者の申請内容が、各要求事項を満足していることを確認した。

特重施設は重大事故等対処施設であるため、以下の設置許可基準を満足することを要求。

◎第38条：特重施設の地盤
特重施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設置すること、基準地震動に対して十分支持することが
できる地盤に設置すること。

◎第43条：重大事故等対処設備
特重施設は、温度、放射線、荷重その他の使用条件において、必要な機能を有効に発揮すること、発電
所内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。

◎第41条：火災による損傷の防止
特重施設に対して、火災の発生を防止することができ、かつ、早期の火災感知及び消火を行える設計で
あること。

◎第39条：地震による損傷の防止 第40条：津波による損傷の防止
基準地震動及び基準津波に対し、既許可と同様の設計方針に加え、特重施設に対する要求事項として、
基準地震動を一定程度超える地震動及び基準津波を一定程度超える津波に対して、多様性などの対策を
講じることにより頑健性を高めること。

-188--188-
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２－１．DB及びSAの変更と第３電源の設置に係る審査の経緯

日本原子力発電株式会社より、東海第二発電所に関して、（１）特定重大事故等対処施設、及び
（２）所内常設直流電源設備（3系統目）（以下「第3電源」という。）の設置に伴う設置変更許可申
請※を受理。

※2020年11月16日、2021年2月19日、2021年10月15日及び2021年11月19日に補正申請

特定重大事故等対処施設の設計方針変更に伴い、2020年11月16日の補正申請以降、（３）設

計基準対象施設（DB）及び重大事故等対処施設（SA）の変更（以下、DB及びSAの変更とい

う）が申請内容に追加された。

これまで、（２）第３電源の設置及び（３）DB及びSAの変更について、審査を実施。

経 緯

① 第３電源の設置

② 格納容器圧力逃がし装置は、重大事故等対処施設と特定重大事故等対処施設において、兼用とす

ることから系統構成及び配置を変更。

③ 当該変更に伴い設計基準対象施設・重大事故等対処施設の設備及び施設配置を一部変更。

④ 耐圧強化ベントは、同様の機能※を有する特重施設の設置をもって廃止。

※同様の機能：炉心が損傷していない場合に最終ヒートシンクへ熱を輸送する。

変更内容

-189--189-



1313＜変更申請書＞
本文五号，添付書類八（設備関係）38条地盤，39条地震，40条津波，41条火災，43条SA全般，57条電源，58条計装※ ※電源の文言追加のみの変更

特定重大事故等対処施設の建屋

125V系蓄電池Ａ系・Ｂ系：ＤＢ（直流）／ＳＡ（直流）として兼用

緊急用Ｍ／Ｃ

代替所内電気設備

緊急用Ｐ／Ｃ

（凡例）
：既設（ＤＢ）設備
：ＳＡ設備のうち常設
：ＳＡ設備のうち可搬

緊急用ＭＣＣ

非常用Ｐ／Ｃ

非常用Ｍ／Ｃ

（１系統目）

（約6,000Ah×2系列）

（３系統目）

125V系蓄電池（３系統目）：常設ＳＡ（直流）

（約6,000Ah）

非常用ＭＣＣ

125V系蓄電池（３系統目）は，全交流動力
電源喪失発生後，既設の125V系蓄電池Ａ
系・Ｂ系２系統のうち一方が機能喪失した場
合，可搬型直流電源設備（２系統目）よりも
先に給電を開始する。

①切，②入：操作箇所
（原子炉建屋付属棟

（中央制御室））

緊急用直流
125V主母線盤

直流125V
主母線盤

２Ａ・２Ｂ
直流125V
主母線盤

（３系統目）

常設代替高圧電源装置：
常設ＳＡ（交流）

ＤＧ

非常用
ディーゼル

発電機

（約6,000Ah）

緊急用125V系
蓄電池

：常設ＳＡ（直流）

可搬型代替
低圧電源車：

可搬ＳＡ（交流）

可搬型整流器：
可搬ＳＡ（直流）

（２系統目）

①

②

②

※
※

２－２．審査結果：第３電源の設置（変更内容①）（１／２）

設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に、重大事故等の対応に必要
な設備に直流電力を供給するため、3系統目の所内常設蓄電式直流電源設備として、特定重
大事故等対処施設の建屋に、新たに蓄電池（3系統目）を設置する。

-190--190-
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火災の発生を防止することができ、かつ、火災感知設備及び消火設備を有するものとすることを確認し
た。

◎第41条：火災による損傷の防止

◎第43条：重大事故等対処設備

◎第57条第2項及び重大事故等防止技術的能力基準1.14項関係
（電源設備及び電源の確保に関する手順等）

設計方針については既許可申請の内容から変更がないことを確認した。

◎第38条：重大事故等対処施設の地盤
◎第39条：地震による損傷の防止

設置する建屋の環境条件を考慮する等の設計方針とすることを確認した。

直流電源設備（１系統目及び２系統目）に対して独立した電路で接続する、24時間の電力の供給が可能
※とする等の設計方針とすることを確認した。
当該設備を用いた必要な電力を供給するための手順が適切に整備される方針とすることを確認した。

※負荷の切離しを行わずに8時間、必要な負荷以外を切離して計24時間の電力の供給が可能な設計

特定重大事故等対処施設の建屋に設置し、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が
損なわれるおそれがない設計方針とすることを確認した。

◎第40条：津波による損傷の防止

２－２．審査結果：第３電源の設置（変更内容①）（２／２）

以上、事業者の申請内容が、各要求事項を満足していることを確認した。
-191--191-
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２－３．審査結果：DBとSAの変更（変更内容②～④）（１／２）

設計基準対象施設・重大事故等対処施設の建屋及び区画並びに浸水防止設備の変更はあるが、津波による
損傷の防止に係る方針に変更はないことを確認した（変更内容③）。

◎第5条/40条：津波による損傷防止

変更内容②～④による設計方針の変更はないことを確認した。

◎第43条：重大事故等対処設備

耐圧強化ベントを廃止しても、同様の機能※を有する格納容器圧力逃がし装置があるため、本条文の基準に
適合することに変わりはないことを確認した（変更内容④）。

※同様の機能：炉心が損傷していない場合に最終ヒートシンクへ熱を輸送する。

◎第48条：最終ヒートシンクへの熱輸送設備

格納容器圧力逃がし装置の兼用化に伴い系統構成及び配置が変更となるが、当該装置の性能に変更はない。
（変更内容②）

◎第50条：原子炉格納容器の過圧破損防止設備

フィルタ装置出口放射線モニタの設置場所を自然現象の影響を受けない屋内に変更。（変更内容②）

◎第58条：計装設備

15-192--192-
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２－３．審査結果：DBとSAの変更（変更内容②～④）（２／２）

変更内容②及び③による手順等の変更は、下記のとおりであり、重大事故等防止技術的能力基準の要求事項
への適合性に影響はないことを確認した。

格納容器圧力逃がし装置の系統構成及び配置の変更に伴うアクセスルートの一部変更（変更内容②）
当該装置の操作準備作業に係る判断基準となるサプレッション・プール水位指示値を通常水位+5.5mか
ら、+5.0mに変更（変更内容②）。
スクラビング水を移送する要員として重大事故等対応要員２名の追加（変更内容②、③）。
水源からの送水、電源の供給作業等に関して、原子炉建屋への接続手順の変更（変更内容③）。

◎重大事故等防止技術的能力基準1.4～1, 9, 1.11～1.15項関係

格納容器圧力逃がし装置の系統構成及び配置の変更後も、炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の評価
項目を満足することに変わりはないことを確認した（変更内容②）。

◎第37条：有効性評価

以上、事業者の申請内容が、各要求事項を満足していることを確認した。
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